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【
史
料
六
】
鏡
餅
が
焼
餅
に
な
る 

―
年
の
瀬
の
大
火
事 

（
明
治
二
年
十
二
月
三
十
日
） 

 

    

【
史
料
の
解
読
】 

同
日
（
明
治
二
年
十
二
月
晦
日
） 

一 

元
数
寄
屋
町
弐
町
目
町
年
寄
平
三
郎
申
上
候 

 
 

私
町
内
庄
三
郎
地
借
舂
米
渡
世
与
助
居
宅
よ
り 

 
 

去
ル
廿
七
日
夜
九
半
時
頃
出
火
お
よ
ひ
凡
長
七
町
半
余 

 
 

巾
平
均
五
町
半
程
焼
失
翌
廿
八
日
朝
五
時
過
鎮
火 

 
 

仕
候
依
之
火
之
起
り
取
調
候
処
右
与
助
方
ニ
而
同
夕 

 
 

七
時
頃
よ
り
家
内
打
寄
餅
搗
致
同
五
時
過
相
仕
舞 

 
 

釜
下
ニ
残
り
居
候
焚
落
シ
炭
ヲ
消
壺
江
入
相
湿
シ 

 
 

勝
手
竈
脇
板
羽
目
際
江
差
置
一
同
打
臥
候
処 

 
 

右
消
壺
江
入
打
消
シ
候
焚
落
シ
炭
起
り
返
り
羽 

 
 

目
板
江
火
移
り
及
出
火
候
義
ニ
も
可
有
之
哉
外
ニ
心
当 

 
 

無
之
旨
与
助
申
立
候
則
同
人
召
連
為
御
訴
申
上
候
旨 

 
 

右
之
平
三
郎
組
合
彦
八
右
与
助
召
連
申
来
候 

古
文
書
解
読
チ
ャ
レ
ン
ジ
講
座 

第
八
回 

明
治
の
『
言
上
帳
』
を
読
も
う 

そ
の
６ 

平
成
二
十
一
年
六
月 

 

東
京
都
公
文
書
館 
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【
読
み
下
し
文
】 

同
日
（
明
治
二
年
十
二
月
晦
日
） 

一
元
数
寄
屋
町
弐
町
目
町
年
寄
平
三
郎
申
し
上
げ
候 

 

私
町
内
庄
三
郎
地
借
舂
米
渡
世
与
助
居
宅
よ
り 

 

去
る
廿
七
日
夜
九
つ
半
時
頃
出
火
お
よ
び
、
凡
そ
長
七
町
半
余 

 

巾
平
均
五
町
半
程
焼
失
、
翌
廿
八
日
朝
五
時
過
ぎ
鎮
火 

 

仕
り
候
、
こ
れ
に
依
り
火
の
起
り
取
り
調
べ
候
処
、
右
与
助
方
に
て
同
夕 

 

七
時
頃
よ
り
家
内
打
寄
り
餅
搗
致
し
、
同
五
時
過
ぎ
相
仕
舞
い 

 

釜
下
に
残
り
居
り
候
焚
落
し
炭
を
消
し
壺
ヘ
入
れ
相
湿
し 

 

勝
手
竈
脇
板
羽
目
際
へ
差
し
置
き
一
同
打
ち
臥
し
候
処 

 

右
消
し
壺
へ
入
れ
打
消
し
候
焚
落
し
炭
起
り
返
り
、
羽 

 

目
板
へ
火
移
り
、
出
火
お
よ
び
候
義
に
も
こ
れ
あ
る
べ
き
や
、
外
に
心
当
た
り 

 
こ
れ
な
き
旨
与
助
申
し
立
て
候
、
則
同
人
召
し
連
れ
御
訴
の
た
め
申
し
上
げ
候
旨 

 

右
の
平
三
郎
、
組
合
彦
八
、
右
与
助
召
し
連
れ
申
し
来
た
り
候 
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【
解
釈
】 

◆ 
餅
を
搗
い
て
煉
瓦
と
な
る 

―
年
の
瀬
の
大
火
事 

（
明
治
二
年
十
二
月
三
十
日
の
訴
え
） 

元
数
寄
屋
町
（
現
：
中
央
区
銀
座
五
丁
目
の
一
部
）
二
丁
目
町
年
寄
平
三
郎

さ
ん
の
訴
え
で
す
。
年
も
押
し
詰
ま
っ
た
十
二
月
二
十
七
日
の
深
夜
（
二
十
八

日
午
前
一
時
頃
）、
平
三
郎
さ
ん
の
土
地
を
借
り
て
舂
米
屋
（
玄
米
を
精
白
し

て
販
売
す
る
商
売
）
を
営
ん
で
い
る
与
助
さ
ん
の
家
か
ら
出
火
し
ま
し
た
。
こ

の
火
は
延
々
と
付
近
の
町
を
焼
き
尽
く
し
、
翌
二
十
八
日
の
朝
八
時
す
ぎ
に
鎮

火
し
ま
す
。
火
事
の
原
因
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
与
助
さ
ん
の
証
言
に
よ
れ
ば
、

そ
の
日
は
夕
方
四
時
ご
ろ
か
ら
家
内
で
餅
つ
き
を
し
、
午
後
八
時
に
は
終
わ
っ

て
火
の
始
末
を
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
家
族
が
寝
て
い
る
間
に
火
消
壺
に
入

れ
た
炭
が
起
こ
り
返
り
、
板
壁
に
燃
え
移
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。
与
助
さ

ん
は
火
消
壺
の
中
で
さ
ら
に
炭
を
湿
ら
せ
て
ず
い
ぶ
ん
念
入
り
に
火
の
始
末

を
し
た
よ
う
で
す
が
、
火
種
は
こ
れ
し
か
心
当
た
り
が
な
い
と
の
こ
と
で
、
こ

の
日
に
組
合
＊
１
の
彦
八
さ
ん
と
一
緒
に
与
助
さ
ん
を
連
れ
て
役
所
に
届
け

出
ま
し
た
。 

家
族
そ
ろ
っ
て
の
楽
し
い
お
正
月
準
備
も
、
一
夜
の
う
ち
に
消
し
去
っ
た
悲

し
い
年
末
の
火
事
で
す
。 

「
火
事
と
喧
嘩
は
江
戸
の
華
」
と
も
い
わ
れ
る
ほ
ど
名
物
化
し
て
い
た
江
戸

の
火
事
で
す
が
、
江
戸
の
町
は
密
集
し
た
木
造
家
屋
で
あ
っ
た
た
め
、
一
度
で

何
十
も
の
町
が
焼
失
す
る
火
事
が
絶
え
間
な
く
起
き
て
い
ま
し
た
。
明
治
初
頭

の
東
京
も
ま
だ
同
じ
状
況
で
す
。
こ
の
火
事
で
も
随
分
広
い
範
囲
が
焼
け
落
ち 

 

ま
し
た
。 

「
長
七
町
半
余
巾
平
均
五
町
半
程
＊
２
」
と
あ
り
ま
す
が
、
東
京
府
に
提
出

さ
れ
た
公
文
書
＊
３
に
よ
る
と
、
与
助
さ
ん
の
家
か
ら
出
た
火
は
冬
の
西
北
風

に
の
っ
て
尾
張
町
通
り
銀
座
三
丁
目
（
現
：
銀
座
三
丁
目
）
か
ら
芝
口
三
丁
目

（
現
：
港
区
新
橋
三
丁
目
）
ま
で
、
御
堀
端
通
り
土
橋
（
現
：
新
橋
一
丁
目
）

ま
で
一
円
、
木
挽
町
通
五
丁
目
（
現
：
銀
座
六
丁
目
）
ま
で
燃
え
広
が
り
、

寄
り
の
武
家
屋
敷
一
円
も
被
害
に
遭
い
ま
し
た
。 

江
戸
の
町
は
火
事
に
よ
る
破
壊
と
建
設
の
繰
り
返
し
に
よ
り
発
展
し
て
き

た
と
も
い
わ
れ
ま
す
。
幕
府
に
よ
る
防
火
対
策
は
絶
え
ず
行
わ
れ
て
い
ま
し
た

し
、
町
人
の
防
火
意
識
も
高
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
以
上
に
火
事
後
の
復
興

景
気
を
喜
ぶ
輩
も
多
か
っ
た
と
い
う
現
状
が
あ
り
ま
し
た
。
江
戸
の
町
で
は
炊

事
が
終
わ
っ
て
か
ら
の
夜
中
の
火
事
は
放
火
の
疑
い
も
多
か
っ
た
と
の
こ
と

で
す
。
特
に
幕
末
か
ら
明
治
初
め
に
か
け
て
は
、
世
情
不
安
を
あ
お
る
不
審
火

が
頻
発
し
ま
し
た
。
与
助
さ
ん
が
必
死
に
詳
し
く
火
の
始
末
方
法
を
申
し
立
て

て
い
る
の
も
う
な
ず
け
ま
す
。
＊
４ 

年
が
明
け
て
明
治
三
年(

一
八
七
〇)

正
月
、
東
京
府
は
防
火
対
策
の
た
め
、

新
規
に
家
を
建
て
る
場
合
に
は
、
火
に
強
い
土
蔵
造
塗
屋
と
す
る
こ
と
、
道
へ

の
張
出
し
や
建
て
足
し
を
禁
じ
る
こ
と
な
ど
を
命
じ
る
触
れ
を
出
し
ま
し
た

＊
５
。
し
か
し
、
こ
れ
は
享
保
改
革
の
防
火
対
策
以
来
繰
り
返
し
発
令
さ
れ
て

き
た
内
容
で
あ
り
、
し
か
も
「
経
済
的
に
余
力
が
あ
れ
ば
」
と
い
う
、
あ
く
ま

で
建
て
る
側
の
自
主
性
に
任
せ
た
不
十
分
な
規
制
で
し
た
。 
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全
く
新
し
い
発
想
に
立
つ
防
火
策
は
二
年
後
に
始
動
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
明
治
五
年(

一
八
七
二)

二
月
、
再
び
築
地
か
ら
銀
座
一
帯
に
か
け
て
、
二

十
八
万
四
千
坪
、
五
千
戸
を
焼
き
尽
く
す
大
火
が
発
生
す
る
と
、
こ
れ
を
契
機

に
政
府
・
東
京
府
は
、
諸
外
国
に
肩
を
並
べ
ら
れ
る
様
な
西
洋
風
の
街
並
み
と
、

不
燃
性
の
建
築
物
に
よ
る
防
火
都
市
を
め
ざ
し
、
銀
座
煉
瓦
街
建
設
計
画
を
進

め
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
＊
６ 

ち
な
み
に
届
出
の
日
付
は
「
十
二
月
晦
日
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
旧
暦
で
は
大
・

小
月
が
あ
り
、
ひ
と
月
が
三
十
日
と
二
十
九
日
の
月
が
あ
り
ま
し
た
。
明
治
二
年

十
二
月
は
大
の
月
で
す
か
ら
、
十
二
月
晦
日
は
十
二
月
三
十
日
に
あ
た
り
ま
す
。 

 

 

【
注
】 ＊

１ 

江
戸
の
町
方
で
は
、
家
主
・
家
守
に
よ
っ
て
五
人
組
が
組
織
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
五
人
組
は
一
か
月
交
替
で
当
番
と
な
り
、
町
の
自
身
番
屋

に
詰
め
て
事
務
を
と
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
月
行
事
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

五
人
組
は
町
内
訴
訟
、
願
届
の
加
判
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
明
治
二
年
六
月
、
江
戸
以
来
の
名
主
を
廃
し
て
「
町
年
寄
」
を
置

く
な
ど
、
町
方
の
支
配
制
度
が
変
更(

『
都
史
紀
要
５ 

区
制
沿
革
』

一
九
五
八
年 

東
京
都
公
文
書
館
編 

参
照
）
さ
れ
る
際
に
月
行
事
五

人
組
も
廃
止
さ
れ
、
新
た
に
表
店
・
裏
店
の
借
家
人
も
含
め
た
「
組
合
」

の
結
成
を
命
じ
ら
れ
ま
す
（『
東
京
市
史
稿
』
市
街
篇
第
五
十 

八
〇
〇

～
八
〇
六
頁
参
照)

。 

＊
２ 

一
町
＝
六
十
間 

約
一
〇
九
メ
ー
ト
ル 

＊
３ 

 

「
雑
留
〈
運
上
所
〉」
明
治
二
年
（
請
求
番
号
６
０
５
Ａ
８
―
１
０ 

 

Ｄ
Ｖ
Ｄ
請
求
番
号
Ｄ
１
９
３
）
な
お
、
本
史
料
中
で
は
与
助
は
「
伊
助
」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

＊
４ 

 

『
江
戸
の
火
事
と
火
消
』 

山
本
純
美
著 

一
九
九
三
年 

河
出

書
房
新
社 

＊
５ 

『
東
京
市
史
稿
』
市
街
篇
第
五
十
一 

二
三
頁
所
収 

＊
６ 

『
都
史
紀
要
３ 

銀
座
煉
瓦
街
の
建
設
』 

一
九
五
五
年 

東
京
都

公
文
書
館
編 

 


